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平成２１年４月２２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１８年(ワ)第１６１１９号 特許権侵害差止請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年２月１６日

判 決

ドイツ連邦共和国《以下省略》

原 告 エルンスト・ミュールバウエ

ル・ゲーエムべーハー・ウン

ト・コー・カーゲー

同訴訟代理人弁護士 鈴 木 秀 彦

同 鈴 木 淳 子

同 井 門 慶 介

同訴訟復代理人弁護士 阿 部 裕 介

東京都板橋区《以下省略》

被 告 株 式 会 社 ジ ー シ ー

同訴訟代理人弁護士 彌 重 仁 也

同 補 佐 人 弁 理 士 野 間 忠 之

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告は，原告に対して，金２億２２００万円及び内金１億２００万円に対す

る平成１８年１０月６日から，内金１億２０００万円に対する平成２０年５月

１０日から，それぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
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第２ 事案の概要

本件は，重合可能なセメント混合物に関する特許権を有する原告が，被告に

対して，被告の製造，販売する製品が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属

し，被告は，原告に無断で上記の製造販売行為を行ったとして，民法７０３条

に基づき，不当利得金２億２２００万円の返還（遅延損害金については，内金

１億２００万円に対しては平成１８年１０月２日付けの訴え変更申立書の送達

の日の翌日である平成１８年１０月６日から，内金１億２０００万円に対して

は平成２０年５月８日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日である同月１０

日から，それぞれ支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員を請求して

いる。）を求めている事案である。

１ 争いのない事実等（争いのない事実以外は，証拠を末尾に記載する。）

（１）原告の特許権

原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。また，本件特許権に係

る発明を「本件発明」という。また，本件特許権に係る特許を「本件特許」

という。）を有している。

特 許 番 号 第２１３２０６９号

発明の名称 重合可能なセメント混合物

出願年月日 昭和６１年１０月９日

登録年月日 平成９年９月１２日

特許請求の範囲請求項１

「次の成分：（ａ）酸基及び／またはその酸から誘導された反応性酸

誘導体基を含み，次の（ｂ）の成分と混合された場合において，重合

可能であると共に（ｂ）の成分とのイオン反応をなしうる，不飽和モ

ノマー及び／またはオリゴマー及び／またはプレポリマーと，（ｂ）

ホスフェートセメント（ＺｎＯ／ＭｇＯ），Ｃａ(ＯＨ) セメント，２

シリケートセメントまたはアイオノマーセメントから選ばれる，該酸
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基または酸誘導体基とのイオン反応を介して硬化しうる微粉状の反応

性充填剤と，（ｃ）硬化剤とを含有する重合可能なセメント混合物で

あって，該成分（ａ）及び（ｂ）は，該成分（ａ）における酸基また

は酸誘導体基が該成分（ｂ）の微粉状の反応性充填剤とイオン的に反

応し，セメント反応を受け得るように選ばれることを特徴とする重合

可能なセメント混合物。」

（２）構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりとなる。

Ａ 次の成分：（ａ）酸基及び／またはその酸から誘導された反応性酸誘導

体基を含み，次の（ｂ）の成分と混合された場合において，重合可能であ

ると共に（ｂ）の成分とのイオン反応をなしうる，不飽和モノマー及び／

またはオリゴマー及び／またはプレポリマーと，

Ｂ （ｂ）ホスフェートセメント（ＺｎＯ／ＭｇＯ），Ｃａ(ＯＨ) セメン２

ト，シリケートセメントまたはアイオノマーセメントから選ばれる，該酸

基または酸誘導体基とのイオン反応を介して硬化しうる微粉状の反応性充

填剤と，

Ｃ （ｃ）硬化剤と

Ｄ を含有する重合可能なセメント混合物であって，

Ｅ 該成分（ａ）及び（ｂ）は，該成分（ａ）における酸基または酸誘導体

基が該成分（ｂ）の微粉状の反応性充填剤とイオン的に反応し，セメント

反応を受け得るように選ばれることを特徴とする重合可能なセメント混合

物

（３）被告の行為

被告は，業として，別紙物件目録記載１ないし３の各製品（以下「被告製

品１」ないし「被告製品３」といい，被告製品１，被告製品２及び被告製品

３を併せて「被告製品」という。）を販売している。なお，本件発明との対
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比の関係では，被告製品１ないし３の構成は異ならない。

（４）被告製品１及び被告製品３には，次の成分が含まれている。

ア 液成分

（ア）ポリカルボン酸

（イ）酒石酸

（ウ）ヒドロキシエチルメタクリラト（ＨＥＭＡ）

（エ）グリセリンジメタクリラト（ＧＤＭＡ）

（オ）ウレタンジメタクリラト（ＵＤＭＡ）

（カ）ショウノウキノン：硬化剤である。

（キ）水

イ 粉成分

フルオロアルミノシリケートガラス粉末

（４）本件発明と被告方法との対比

被告製品は，本件発明の構成要件Ｂ，Ｃを充足する。

（５）本件特許の出願の経緯

ア 原告は，昭和６１年１０月９日，本件特許の出願（以下「本件出願」と

いう。）をし，本件出願は，平成６年９月７日，出願公告がされた。その

後，本件出願についての特許異議の申立てがされたため，原告から，平成

７年１２月２７日，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法６４条

（以下「旧特許法６４条」という。）による補正に係る手続補正書が提出

され（以下，この補正を「本件補正」という。），その後，平成９年９月

１２日，特許権の設定登録がされた（甲１，弁論の全趣旨）。

平成１８年９月６日，本件特許について，被告から無効審判請求がされ

（同無効審判請求に係る無効審判を「本件無効審判」という。），原告は，

平成１９年１月２９日，訂正請求をした（以下，この訂正を「本件訂正」

という。）ところ，特許庁は，同年６月５日，「訂正を認める。本件審判
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の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。甲１

８）をした。その後，被告は，本件審決について，審決取消訴訟を提起し

たが，知財高等裁判所は，平成２０年８月２６日，被告の請求を棄却した

（甲２５）。

イ 本件特許の本件補正前の特許請求の範囲請求項１は，次のとおりである

（本件補正前の本件明細書を「本件当初明細書」という。）。

「次の成分：（ａ）酸基及び／またはその反応性酸誘導体基を含む，重

合可能な不飽和モノマー及び／またはオリゴマー及び／またはプレポリマ

ーと，（ｂ）微粉状の金属化合物及び／または金属化合物を含有するガラ

ス及び／または金属化合物を含有するセラミック及び／またはゼオライト

及び／または酸化可能な金属及び／または窒化ホウ素，及び／またはこれ

らの充填剤及び／またはガラスまたはセラミックの混合物の焼結生成物及

び／またはこれらの成分と貴金属との焼結生成物と，（ｃ）硬化剤を含有

する重合可能なセメント混合物。」

２ 争点

（１）侵害論

ア 被告製品の液成分には，酸基を含む重合可能なプレポリマーが存在する

か－構成要件Ａ，Ｄの充足性

イ 構成要件Ｅの充足性

（２）本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものか

（３）不当利得の額

３ 争点に対する当事者の主張

（１）争点（１）ア（被告製品の液成分には，酸基を含む，重合可能なプレポ

リマーが存在するか－構成要件Ａ，Ｄの充足性）について

（原告）

ア Ｐ博士（以下「Ｐ博士」という。）が平成２０年８月２６日付けで作成
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した「特許権侵害訴訟に関する第５意見書」と題する書面（甲２４。以下

「甲２４意見書」といい，甲２４意見書における図を，当該図の番号を末

尾に付して，「本件図１」などという。なお，本件図１、本件図２、本件

図４，本件図５、本件図６は、それぞれ、別紙図１、別紙図２、別紙図４、

別紙図５、別紙図６のとおりである。）で報告している実験（以下「甲２

４実験」という。）の内容及び結果並びに同結果から導き出されること

（ア）実験手順

甲２４実験は，以下の手順で実施された。

ａ 成分の概要を把握するために，また，分取的ＧＰＣ実施のための適

切なカラム材料を選択するために，被告製品の全液体成分に対する分

析的ＧＰＣを実施した。

ｂ 次に，ＮＭＲ試験用の十分な量のポリマー成分を得るために，分取

的ＧＰＣにより対象製品のポリマー成分を分取した。

ｃ 分取されたポリマー成分を２部に分けた。

（ａ）ポリマー成分の第１部については，溶離液(ＮａＮＯ )の塩分３

をポリマー溶液から除去すべく，濾過を実施した。続いて，分取し，

かつ，濾過したポリマー成分の第１部について， Ｈ－ＮＭＲと１

Ｃ－ＮＭＲスペクトルを記録した。１３

（ｂ）ポリマー成分の第２部については，第２回分析的ＧＰＣを実施

した。

ｄ なお，第２回分析的ＧＰＣの実施に先立ち，ポリマーの分子量を測

定するために，較正曲線を記録した。ポリマー成分の第１部と第２部

について実施された上記の実験は，並行して実施されたものであって，

一方を先に実施したというわけではない。すなわち，ポリマー成分の

第２部は，第２回分析的ＧＰＣの実施前に濾過されたということはな
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い。

（イ）ＧＰＣによるポリマー成分の分離について

分取的ＧＰＣの直後に実施された第２回分析的ＧＰＣのクロマトグラ

ム（本件図４）において，溶出容積１９ｍｌ以降にＲＩ曲線とＵＶ曲線

が観測されなかった。このことから，当該ポリマー成分には不純物が含

まれないこと，すなわち，分取的ＧＰＣによるポリマー成分の分離は成

功したことが証明された。

（ウ）核磁気共鳴分光法（以下「ＮＭＲ法」という。）による分析の結果

について

ａ ＮＭＲ法は，有機化合物の構造決定において広く利用されている方

法であり，水素原子 Ｈと同位体炭素原子 Ｃの原子核のスピン状態１ １３

を測定する。すなわち，核磁気共鳴は，磁気モ－メントを持つ原子核

を含む物質を磁場の中におき，これに共鳴条件を満足する周波数の電

磁波を加えたときに起こる共鳴現象である。この吸収スペクトルを利

用すると，水素原子( Ｈ)，同位体炭素原子( Ｃ)，その他の磁気核１ １３

を含む種々の化合物の分子構造，組成分析その他化学的性質の分析を

行うことができる。シグナルの化学シフト（ＮＭＲ周波数の変化量）

は，水素原子( Ｈ)・同位体炭素原子( Ｃ)の置かれた環境（隣にあ１ １３

る原子は何か等）によって異なるため，得られたスペクトルと，公知

の化合物のスペクトルとを対比することによって，原子の結合状態を

知ることができる。

ｂ Ｃ－ＮＭＲにおいては，１１０ｐｐｍないし１５０ｐｐｍあたり１３

の領域において，「芳香族」の同位体炭素原子( Ｃ)又は「アルケ１３

ン」の同位体炭素原子( Ｃ)のシグナルが観測される。いずれである１３

かは， Ｈ－ＮＭＲの結果等とも照らし合わせて決定すべきである。１
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「芳香族」は，重合可能な不飽和化合物ではないが，「アルケン」

は，分子内に二重結合Ｃ＝Ｃを１個有する脂肪族不飽和炭化水素の総

称であり，分子式はＣ Ｈ で表わされる。したがって，重合可能なｎ ２ｎ

不飽和化合物である「アルケン」の Ｃシグナルと同じシグナルが観１３

測されれば，対象製品のポリマー成分に重合可能な二重結合が存在す

るということになる。

そして，本件図６のとおり， Ｃ－ＮＭＲスペクトルにおいては，１３

１３６ｐｐｍと１２７ｐｐｍのシグナルが観測されており，「芳香

族」と「アルケン」の Ｃシグナルと同じ範囲である。１３

ｃ Ｈ－ＮＭＲにおいては，５ｐｐｍないし６ｐｐｍあたりの領域に１

おいて，二重結合に隣接する水素原子のシグナルが観測される。した

がって，このようなシグナルが観測されれば， Ｃ－ＮＭＲで観測さ１３

れた１３６ｐｐｍと１２７ｐｐｍのシグナルは，「芳香族」ではなく，

二重結合Ｃ＝Ｃを１個有する「アルケン」のシグナルであるというこ

とになる。

そして，本件図５のとおり， Ｈ－ＮＭＲスペクトルにおいては，１

６．２ｐｐｍ及び５．８ｐｐｍのシグナルが観測されている。これは

二重結合に隣接する水素原子のシグナルであるから， Ｃ－ＮＭＲで１３

観測された１３６ｐｐｍと１２７ｐｐｍのシグナルは，二重結合Ｃ＝

Ｃを１個有する「アルケン」の炭素原子のシグナルである。

（エ）被告製品の成分を前提とした考察

被告製品の液成分中のポリマー成分は，不飽和カルボン酸の重合体で

あって，重合しないから，二重結合を含まない。すなわち，被告製品の

液体成分には，ポリカルボン酸を含むが，これはアクリル酸とマレイン

酸の共重合体であるところ，アクリル酸の化学式はＣＨ ＝ＣＨＣＯＯ２



 9 

Ｈであり，「カルボキシル基」（－ＣＯＯＨ）と二重結合を含み，重合

可能な酸であるが，マレイン酸と共重合しているため，既に二重結合を

失っているのである。

ところが，甲２４実験においては，上記のとおり，分取的ＧＰＣによ

って分離されたポリマー成分は，ＮＭＲの計測の結果，二重結合を有し

ていることが判明した。したがって，被告製品のポリマー成分には，二

重結合が含まれていることになる。これを，被告製品における成分を前

提に説明すると，被告製品の液体成分には，メタクリル酸から派生した

化合物であり，二重結合を有するＨＥＭＡが含まれているので，ＨＥＭ

Ａが，甲２４実験の対象製品のポリマー成分の主成分であるアクリル酸

の誘導体と共有結合しているということになる。

すなわち，被告の開示した被告製品の成分を前提とすれば，液成分中

のポリマー成分は，「不飽和カルボン酸の重合体」であって更に重合し

ないはずであるから，「二重結合」を含まないはずである。ところが，

分取的ＧＰＣによって分離されたポリマー成分は，ＮＭＲの計測の結果，

「二重結合」を有していることが判明した。このことが意味するのは，

重合反応を引き起こす「二重結合」を有するＨＥＭＡは，ポリマー成分

の主成分であるアクリル酸の共重合体と共有結合しているということで

ある。

イ 甲２４実験に対する被告の指摘について

（ア）被告は，甲２４実験の濃度だと，被告製品は均一に溶解せずに沈殿

物を生じた状態となり，このような高濃度の実験では，正確な分析がで

きない旨主張する。

しかしながら，甲２４実験のＧＰＣを担当したフリートヘルム・ゴレ

スは，溶液に沈殿物が生じていないことを確認した上で分取的ＧＰＣを

実施しており，かつ，同人は，通常のＧＰＣに要求される手順に従って，
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ＧＰＣ実施前に溶液をフィルターにかけているのであるから，何らかの

沈殿物が発生して，沈殿物によるカラムの目詰まり等でＧＰＣが正常に

作動しなかったという可能性は排除できる。

（イ）本件図１と本件図２の相違について

本件図１と本件図２のクロマトグラムの相違は，以下のとおり，分取

的ＧＰＣにおける「小孔カラムの使用」と「オーバーロード効果」によ

る想定の範囲内のものであって，何ら分取的ＧＰＣによる分取の成否に

関係がないことが明らかである。

ａ 小孔カラムの使用

分取的ＧＰＣにおいては，３０ という非常に小さな孔を有するÅ

カラムが使用されており，高分子量ポリマー成分は，孔中には拡散せ

ずに（カラムに留まらずに），流速のみに応じて極めて短時間でカラ

ムから溶出し，非対称のピーク（左側が急で右側が緩やか）を示す。

これが本件図２における第１のピークが意味するところである。これ

に対して，比較的低分子量のポリマー成分は，いったん孔中に留まっ

てから，分子量に応じてカラムから溶出してくるので，ベル型の溶出

曲線を描くことになる。ポリマーのピークが２つあるのは，別紙１

（本件図２の分取的ＧＰＣと同じものに手書きで色付けしたもの）に

示すとおり，高分子量ポリマー成分の溶出曲線Ａと低分子量ポリマー

成分の溶出曲線Ｂとの２つの溶出曲線が重なっているからである。な

お，第１回分析的ＧＰＣにおいては，２つのカラムが使用されており，

第１カラムは３０ という同じ小孔を有するが，第２カラムが１０Å

００ という比較的大きい孔を有するため，第１カラムを通過したÅ

高分子量ポリマーも，第２カラムで滞留するので，最終的には高分子

量ポリマーと低分子量ポリマーが連続して溶出してくるため，結果と
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してベル型の溶出曲線を描くことになる。

ｂ オーバーロード効果

高分子量ポリマー成分がカラムから短時間で溶出したもう１つの理

由は，カラムを「オーバーロード」したため，すなわち，大量の試料

をカラムに入れたためである。分取的ＧＰＣを有効に行い，限られた

時間内で一定量の試料を収集するためには，カラムを「オーバーロー

ド」することが必要になる。分取的ＧＰＣにおいて，「オーバーロー

ド」は通常行われている手法である。株式会社東京化学同人発行の書

籍である「化学辞典」の「分取クロマトグラフ」の項においても，

「調製の目的には，さらに口径の大きなカラムを用い，過負荷

（ ）の状態で操作されることが多い」と明記されているoverloading

（甲３３）。「オーバーロード」により「分離度」（隣り合うピーク

の分離の程度）は悪くなり，溶出曲線が，ピークの後にＸ軸まで下が

ることなく再び上昇することになるので，本件図２の分取的ＧＰＣの

クロマトグラムにおいて，ピークＡないしＤがいずれもピークの後に

Ｘ軸まで下がることなく再び上昇しているのは，「オーバーロード」

した結果である。

ｃ なお，分取的ＧＰＣでは，溶出時間５．５分から６分までの間の成

分を分取したのであり，孔中に留まってから分子量に応じてカラムか

ら溶出してくる低分子量ポリマー成分の溶出（別紙１の低分子量ポリ

マー成分の溶出曲線Ｂ）が始まる前に，カラムに留まらずに排出され

た高分子量のポリマー成分のみ（別紙１の高分子量ポリマー成分の溶

出曲線Ａ）を分取したものである。

（ウ）第２回分析的ＧＰＣについて
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第２回分析的ＧＰＣを行った時点は，分取的ＧＰＣの実施直後であり，

その時点では，濃縮・濾過等の後処理は行われていない。すなわち，分

取的ＧＰＣの実施によって得られた成分のうち，一部はそのまま第２回

分析的ＧＰＣにかけられ，残部はＮＭＲ計測のために濃縮・濾過等の後

処理をされたのである。

したがって，分取的ＧＰＣによって分取された成分を濃縮・濾過した

後に第２回分析的ＧＰＣにかけたことを前提とする被告の主張は理由が

なく，第２回分析的ＧＰＣにおいて，溶出容積１９ｍｌ以降にＲＩ曲線

とＵＶ曲線が観測されなくなったという事実から，分取的ＧＰＣが成功

し，分取後の成分には，ポリマー以外の成分が含まれていないことが証

明されている。

（エ）本件図１と本件図４との相違

被告は，本件図４の溶出曲線は，高分子側にショルダを持っているの

に対して，本件図１の溶出曲線にはそれがない旨主張している。

しかしながら，上記ショルダは，巨大分子のポリマー成分の存在を示

しているところ，分取的ＧＰＣにおいては，３０ という非常に小さÅ

な孔を有するカラムが使用されており，高分子量ポリマー成分は，孔中

には拡散せずに（カラムに留まらずに），流速のみに応じて極めて短時

間でカラムから溶出し，非対称のピーク（左側が急で右側が緩やか）を

示す。これが本件図２における第１のピークが意味するところである。

これに対して，比較的低分子量のポリマー成分は，いったん孔中に留ま

ってから，分子量に応じてカラムから溶出してくるので，ベル型の溶出

曲線を描くことになる。

これに対して，第１回分析的ＧＰＣにおいては，２つのカラムが使用

されており，第１カラムは３０ という同じ小孔を有するが，第２カÅ
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ラムが１０００ という比較的大きい孔を有するため，第１カラムをÅ

通過した高分子量ポリマーも，第２カラムで滞留するので，最終的には

高分子量ポリマーと低分子量ポリマーが連続して溶出してくるため，結

果としてベル型の溶出曲線を描くことになる。

分取的ＧＰＣでは，溶出時間５．５分から６分までの間の成分を分取

したのであり，カラムに留まらずに排出された高分子量のポリマー成分

のみを分取したものである。このように，カラムの孔よりも大きな高分

子量ポリマー成分「のみ」が分取されたのであるが，３０ という非Å

常に小さな孔を有するカラムが使用されたため，その孔よりも大きな高

分子量ポリマー成分とはいっても，単一の分子量というわけではなく，

巨大な分子，比較的大きな分子，孔よりもわずかに大きい分子が混在し

ている。すなわち，巨大分子のポリマー成分の割合が，第１回分析ＧＰ

Ｃ（全成分が対象）と第２回分析的ＧＰＣ（カラムに留まらずに排出さ

れた高分子量のポリマー成分のみが対象）とでは異なっているのである

から，本件図４の第２回分析的ＧＰＣの溶出曲線が，高分子側にショル

ダを持っているのに対して，本件図１の第１回分析ＧＰＣの溶出曲線に

はそれがないのは，想定の範囲内ということができる。

（オ）ＮＭＲについて

被告は， Ｃ－ＮＭＲスペクトルでは，Ｂ，Ｃ，Ｅのピークでの裾野１３

の広がりは認められない旨主張する。

しかしながら，本件図６の拡大図（甲２９）を見れば明らかなように，

本件図６のＢ，Ｃ，Ｅのピークは，裾野の広がったシグナルである。

ウ 以上より，被告製品には，酸基を有するポリマー成分に重合可能な二重

結合が存在し，本件発明の構成要件Ａ及びＤを充足する。

（被告）
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ア 甲２４実験の問題点

甲２４実験には，以下のとおりの問題点がある。

（ア）試料が溶液に溶けていないという問題点

甲２４意見書の「サンプル１ｇを移動相１０ｍｌで希釈しました。」

との記載に基づき，被告製品１０ｇを，甲２４実験と同濃度となるよう，

０．１モルの硝酸ナトリウム水溶液１００ｍｌで希釈した。その結果，

乙第２７号証の写真撮影報告書（以下「乙２７報告書」という。）から

明らかなように，被告製品は均一に溶解せずに，沈殿物を生じた状態が

確認された。

また，Ｔ教授（以下「Ｔ教授」という。）の平成２１年１月２３日付

け意見書（乙３０。以下「乙３０意見書」という。）には，「また，試

料の沈殿が発生するような濃度で分析を行っていたとすれば，分析評価

の基本的前提を欠いています。特に，今回の試料のように溶媒に対する

溶解度が不明な物質が数種類含まれているような場合，何がどれだけ溶

媒に溶けているかが重要ですので，分析評価が成り立つためには試料が

溶解していることが不可欠です。」と記載されているとおり，分析の基

本的な前提として，対象となる成分がすべて溶液に溶けていることが必

要であることは技術常識である。

また，甲２４意見書の分析的ＧＰＣのため「サンプル６０ｍｇをバイ

アルから取り出し，溶離液（０．１モル硝酸ナトリウムＮａＮＯ 水溶３

液）で１０ｍｌに希釈した」との記載に基づき，同様にして被告製品を

０．１モル硝酸ナトリウム水溶液に希釈した場合も，程度の差はあるが，

沈殿物の発生が確認された。

したがって，上記のような高濃度で行った甲２４実験では，正確な分

析ができていなかったものと判断される。

（イ） 会合
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乙３０意見書にあるように，不適切な濃度でＧＰＣ分析を行うことか

ら生じる問題の１つとして，「会合」という現象がある。これは，共有

結合がないのに，分子間に働く力によって，結合と似た状況が生じるこ

とをいう。Ｔ教授は，甲２４実験のように明らかに不適切な高濃度の下

での実験では，会合によって低分子も他の分子と結合したような状態に

なってカラムの孔を通過し，高分子と同じように振る舞う可能性がある

ことを指摘している。

（ウ）本件図１と本件図２のパターンの違い

ａ 甲２４実験における分取的ＧＰＣの溶出パターンを示した本件図２

と分析的ＧＰＣの溶出パターンを示した本件図１とが全く一致してお

らず，このことから，甲２４実験のＧＰＣがその原理に従って正しく

分離作業を果たさなかったこと，すなわち，その結果に依拠すること

ができないことが示される。

ｂ この点，Ｐ博士は「図１のＧＰＣのクラマトグラム（分析的カラ

ム）と対比すると，ポリマーのピークが異なるように見えますが，分

取的ＧＰＣは，ポリマー成分中でも，高分子量のものと低分子量のも

のを分離するからであると説明できます。」と説明している。

しかし，この説明は，以下のように被告側の両専門家によって否定

されている。

すなわち，Ｔ教授が平成２０年１０月２日付けで作成した「意見

書」と題する書面（乙２５）には，「観測された溶出パターン（図

２）が１．の分析的ＧＰＣの溶出パターン（図１）とまったく一致し

ていません。第五意見書には『高分子量のものと低分子量のものを分

離するからである』との説明がありますが，この不一致を根拠付ける

ことはできません。」との指摘がある。また，Ｉ教授（以下「Ｉ教

授」という。）も，「分取的ＧＰＣ曲線が上記のような複数のピーク
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パターンを有していること，並びにＦｕｊｉ Ⅱ ＬＣ Ｌｉｑｕｉ

ｄ組成物中のポリマー成分の溶出と他のＵＶ吸収成分の溶出とが有意

に重なりあっていることは，分取的ＧＰＣで使用されたＧＰＣシステ

ムがＦｕｊｉ Ⅱ ＬＣ Ｌｉｑｕｉｄ試料の分画に全く不適である

ことを明示するものである。むしろ，奇妙な溶出ピークパターンは，

ＧＰＣ実験の間に不明確なプロセス（反応？）が生じていると云うこ

とを推測させるものである。」（乙２６）と指摘している。

ｃ また，原告は，原告代理人が平成２０年１２月１７日付けで作成し

た「報告書（３）」と題する書面（甲３９。以下「甲３９報告書」と

いう。）により，本件図１と本件図２の違いはカラムの違いに由来す

るものと説明しようとしている。

しかし，分析的ＧＰＣと分取的ＧＰＣのカラムの違いは，分析的Ｇ

ＰＣのカラムが２本で，１０００Åの大きなサイズの孔のカラムを含

んでいるという点にあり，いずれのＧＰＣも，３０Åの小さなサイズ

の孔のカラムの方は共通しているので，少なくとも，溶出量の大きい

側（低分子が溶出してくる側，図の横軸の右方向）についてまで違っ

たパターンになるはずはない。Ｉ教授も，同様の意見である（乙３

１）。

（エ）第２回分析的ＧＰＣについて

ａ 甲２４意見書には，「５．５－６分の溶離時間で溶出したポリマー

成分を採取し，かかる溶液をロータリ式エバポレーター（１０ｍｂａ

ｒ，５０℃）を用いて液量を減少させました。さらに，限外濾過膜

（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ，材料：ポリエーテルスルホン，直径：７６ｍ

ｍ，ＮＭＷＬ（公称文画分子量）：５０００）を用いて，ポリマー成

分を濾過しました。濾過後に，ポリマー溶液を真空キャビネット乾燥

機（１０ｍｂａｒ，５０℃）において乾燥させました。」との記載が
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あり，分取的ＧＰＣにより分取された成分を加熱，濃縮しているが，

前記のとおり，分取的ＧＰＣによる分取が正しく行われなかったこと

から，第２回分析的ＧＰＣを行った成分には，ポリマー成分だけでな

く，他の成分も混在していたのであり，これらの成分が上記の加熱，

濃縮操作によって何らかの反応をし，それによって，被告製品中に存

在しなかった物質が形成される可能性も十分にある。

ｂ この点，原告代理人が平成２０年１２月１５日付けで作成した「報

告書（２）」という書面（甲２９。以下「甲２９報告書」という。）

には，「分析的ＧＰＣ実施によって得られた成分のうち，一部はその

まま第２回分析的ＧＰＣにかけられ，残部はＮＭＲ測定のために濃縮，

濾過等の後処理をされています。」との記載がある。

（ａ）しかしながら，上記のような実験方法は，技術常識からは考え

にくく，分取的ＧＰＣ後の溶液中の試料濃度が不明であるという以

上，どのようにして第２回分析的ＧＰＣの移動層である硝酸ナトリ

ウムに濃度を合わせたのかという重大な疑問が生じることになる。

また，わざわざ分取的ＧＰＣによって分取したものを２つに分けて，

ＮＭＲ測定用のサンプルだけを濃縮したという点も理解し難いとこ

ろである。

（ｂ）また，Ｐ博士が，平成２０年１２月１５日付けで作成した「追

加実験報告書」と題する書面（甲３４。以下「甲３４報告書」とい

い，甲３４報告書の実験を「甲３４実験」という。）には，「当該

追加実験実施の目的は，私の２００８年８月２６日付けの報告書記

載の実験条件の下で，・・・ということを確認することです。」，

「我々は，・・・を混合し，かかる混合物を私の２００８年８月２

６日付けの報告書に記載された分取手続にかけました。」との記載

があるから，甲３４実験は，甲２４実験と同じ分取手続によってい
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るはずである。

ところで，甲３４報告書には，「私の２００８年８月２６日付け

報告書記載の条件の下で分析的ＧＰＣを実施した。すなわち，・・

・分取されたポリマー成分のうち１０ｍｌを，続いて真空キャビネ

ット乾燥機（１０ｍｂａｒ，５０℃）において乾燥させた。ポリマ

ー濃度はおよそ１ｇ／ｌであった。」との記載があることから，甲

３４実験においては，分取された成分のポリマー濃度を１ｇ／ｌと

するために加熱濃縮していることは明らかである。したがって，甲

３４実験と同じ手順によって行われた甲２４実験においても，分取

され，第２回分析的ＧＰＣにかけられた成分を加熱濃縮していたも

のと推認される。

したがって，この点からも，甲２９報告書の上記記載には，重大

な疑問があるといわざるを得ない。

（ｃ）また，Ｐ博士が平成２０年１２月５日付けで作成した「補足説

明書」と題する書面（甲３０。以下「甲３０説明書」という。）に

は，「第一部については，濾過を実施した。・・・ポリマー成分第

二部については，第二回分析的ＧＰＣを実施した。」と記載されて

おり，甲２４実験の実験方法について問題となっている加熱濃縮の

点については言及されておらず，ＮＭＲに使用した第一部について

「濾過」のみが言及されている。

前記（ｂ）のとおり，甲２４実験と同じ分取手順によった甲３４

実験では，ＧＰＣの実施前に加熱濃縮をして濃度を調整しており，

このように加熱濃縮をしなければ濃度の調整はできない。したがっ

て，甲３０意見書に，「濾過」のみが言及され，問題となっている

加熱濃縮の点について言及されていないことは，極めて不自然であ

る。
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（ｄ）また，甲２９報告書に記載された内容は，本来，甲２４実験に

ついて責任を負っているＰ博士自身によって確認されるべき内容を

多く含んでおり，Ｐ博士が署名をして確認すべきものである。

（オ）本件図４の矛盾

ａ 甲２９意見書には，本件図４について，「溶出容積１９ｍｌの箇所

に引いてある縦線は，この時点以降はＲＩ曲線とＵＶ曲線が観測され

なくなったということを意味しており，ここまでしか計測していない

という意味ではありません。計測自体は３０ｍｌの時点まで行ってい

ます。」との記載がある。

しかしながら，上記の記載のとおりの実験がされたとすると，本件

図４に，甲３９報告書の図に出ている硝酸ナトリウムのピークが現れ

ていないという重大な矛盾が生じる。このことに，ＧＰＣの結果に一

般的に見られるベースラインもないことを考慮すると，本件図４を正

確なものとして受け入れることはできない。

ｂ 原告は，被告製品中でポリカルボン酸とＨＥＭＡが共有結合してお

り，共有結合の原因はエステル化であると主張している。

しかしながら，エステル化によってＨＥＭＡがポリマーに共有結合

する場合の反応は平衡反応なので，もしエステル化しているのであれ

ば，本件図４での終点以降がゼロとはならないはずである。

したがって，本件図４は，原告が立証すべきエステル化が生じてい

るということとは逆のことを示し，矛盾が生じている。

ｃ また，本件図１と本件図４のピークがともに１６ｍｌ付近に出てい

るが，これは矛盾する。

すなわち，原告は，分取的ＧＰＣのクロマトの高分子部分をＡとＢ

に分け，分取的ＧＰＣでは，溶出時間５．５分から６分までの間の成

分を分取したので，溶出曲線Ａの部分だけが分取されたと主張してお
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り，そうだとすれば，高分子のうちでも最初に溶出されたＡ部分の高

分子だけを採ったはずで，それは，本件図１の青色の曲線でいえば，

最初のピークの前半部分に該当するはずである。その前半部分だけを

第２回分析的ＧＰＣにかけたのに，第１回分析的ＧＰＣの最初のピー

クと同じ１６ｍｌのところでピークが生じており，矛盾しているとい

わざるを得ない。

したがって，このような重大な矛盾を持っている本件図４を根拠と

して，分取が完全にされ，被告製品のポリマー成分が単離されたこと

が証明されたとする原告の主張は，受け入れられない。

（カ）本件図１と本件図４との比較

本件図４の１６．２ｍｌにＵＶのピークを持つ高分子量成分は，本件

図１のそれと比較して，明らかに高分子側にショルダを有しており，ま

た，本件図１ではその高分子量成分の開始時期が１３．５ｍｌだったの

に対して，本件図４では１３．２ｍｌから始まっていることが確認され，

このことは，高分子量成分中での何らかの化学反応が生じたことを示す

ものである。

（キ）ＮＭＲについて

甲２４意見書には，「さらに，図５における，６．２ｐｐｍおよび５．

８ｐｐｍにおける二重結合中の水素原子のシグナルを含めて，その Ｈ１

－ＮＭＲスペクトルの全てのシグナルは，裾野の広がったピークを示し

ています。・・・よって，２ｐｐｍおよび５．８ｐｐｍにおける二重結

合中の水素原子の裾野が広がったシグナルは，二重結合がポリマーに共

有結合している証拠となります。」との記載がある。

しかしながら， Ｃ－ＮＭＲスペクトルでは，特にＢ，Ｃ，Ｅのピー１３

クでの裾野の広がりは認められないから，それらが二重結合であったと

しても，高分子内ではなく，モノマーとして存在していることになる。
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したがって，上記の記載は誤りである。

（２）争点（１）イ（構成要件Ｅの充足性）について

（原告）

ア 被告製品中のグラスアイオノマーセメントは，被告製品中のポリカルボ

ン酸の酸基（カルボキシル基）とイオン的に反応し，セメント反応を起こ

す。また，前記（１）で主張したように，被告製品には，二重結合を有し

重合可能な酸基が存在する。したがって，被告製品は構成要件Ｅを充足す

る。

イ 被告の主張アについて

被告の主張アは，時機に後れたものであり，却下されるべきである。

ウ 被告の主張イについて

争う。

（被告）

ア 被告製品が構成要件Ｅを充足するというためには，被告製品の液成分中

のポリカルボン酸とＨＥＭＡが共有結合した物質が，構成要件Ｂの物質と

イオン反応的に反応し，セメント反応を生じたということが立証されなけ

ればならないが，本件において，この点は何ら立証されていない。

イ 仮に，被告製品中のポリカルボン酸がＨＥＭＡと共有結合していたとし

ても，それは，意図したものではないから，構成要件Ｅの「選ばれた」と

いうことはできない。

（３）争点（２）（無効理由の有無）について

（被告）

ア 本件補正により構成要件Ｅが新たに加えられたが，この構成要件Ｅは，

本件当初明細書中の記載に基づいたものではなく，旧特許法６４条２項で

引用する平成５年法律第２６号による改正前の特許法１２６条２項（以下

「旧特許法１２６条２項」という。）の規定「前項の明細書又は図面の訂
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正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはなら

ない。」を満たしていない。その理由は以下のとおりである。

（ア）本件当初明細書には，成分（ａ）と成分（ｂ）が「セメント反応を

受け得るように選ばれること」という記載がない。すなわち，本件当初

明細書には，「セメント反応」という語句は１９欄の２７行の１箇所だ

けしか存在しないところ，この１９欄２７ないし２９行の記載は，成分

（ａ）が重合した後のセメント混合物のイオン反応についての記述であ

って，成分（ａ）と成分（ｂ）とがイオン的に反応してセメント反応，

すなわち，凝固するものでなければならないことを示すものではない。

そして，本件当初明細書のすべての実施例においても，成分（ａ）と成

分（ｂ）とがイオン的に反応してセメント反応，すなわち，凝固するも

のであるという記載もない。

したがって，本件補正により加入された構成要件Ｅは，全くの新規事

項であり，特許請求の範囲を変更するものである。

（イ）本件発明は，原告が「⑦ 本件発明は，一方では，歯及び骨基質に対

する良好な接着力及び組織適合性というセメントの本質的に有利な特徴

を有し，他方では低い溶解性と大きな機械的強度というコンポジットの

有利な特徴を有するセメント混合物を提供するものである。」と主張す

るように，セメントとコンポジットとの両方の特徴を有しているものの

はずである。

しかしながら，本件当初明細書には，その実施例６，７，１０のよう

に「水」を含まない混合物が含まれているところ，このように「水」が

存在しない混合物では，成分（ａ）が成分（ｃ）の作用で重合した後に，

口腔内の水分としての「唾液」によりイオン的な反応が生じると考えら

れるが，このイオン的な反応は，成分（ａ）が成分（ｃ）の作用で重合

した後のポリマーと成分(ｂ)との反応であり，重合前の成分（ａ）と成
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分（ｂ）とがイオン的に反応してセメント反応，すなわち，凝固するも

のでなければならない必然性は全くないのである。

さらに，混合物中に「水」が存在している場合について考慮しても，

原告が「重合反応はラジカル反応とも言うように，極めて早く進行する

硬化反応であるのに対して，セメント反応はそれよりも遅れて硬化反応

が進行するので，セメント反応が生じているのならば，時間の経過と共

に強度が増していくはずである。」と主張しているように，重合反応は，

極めて早く進行する硬化反応であるから，成分（ａ）は成分（ｃ）の作

用で極めて早く重合してポリマーとなり，このポリマーと成分（ｂ）と

が遅れて反応するはずであるので，重合前の成分（ａ）と成分（ｂ）と

がイオン的に反応してセメント反応，すなわち，凝固するものでなけれ

ばならない必然性は全くないのである。

したがって，本件補正により加えられた構成要件Ｅは，本件発明の構

成に欠くことができない事項ではなく，特許請求の範囲を変更するもの

である。

（ウ）本件無効審判において原告が提出した答弁書（乙２８）には，「な

お，甲第２号証に記載されている『メタクリル酸( )』は，methacrylic acid

一般的概念としては本件特許発明における『酸基・・・を含む，重合可

能な不飽和モノマー』に属する物質であるが，本件特許発明の成分

（ａ）は，重合可能であるばかりでなく，構成要件Ｅに定められている

ように，成分（ｂ）と『イオン的に反応し，セメント反応を受け得る』

物質でなければならないところ，メタクリル酸は，成分（ｂ）とのイオ

ン反応を介してセメント反応を行うことができない物質である。したが

って，メタクリル酸は，本件特許発明の成分（ａ）に該当するものでは

ない。」との記載がある。これは取りも直さず，構成要件Ｅが成分

（ａ）に該当するものの中から除外されるものが存在することを規定す
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る要件であることを示している。

しかしながら，本件当初明細書には，成分（ａ）に該当するものの中

から除外されるものが存在するというような記載は全く存在しないので

ある。

したがって，本件補正により加えられた構成要件Ｅは，全くの新規事

項であり，特許請求の範囲を変更するものである。

イ 前記アのとおり，本件補正は，本件当初明細書内に根拠が示されていな

い構成要件Ｅを新たに加えた補正であるから，実質上特許請求の範囲を変

更するものといえる。したがって，本件特許は，平成５年法律第２６号に

よる改正前の特許法４２条（以下「旧特許法４２条」という。）により，

出願公告時の発明によって特許がされたものとみなされるのである。

本件出願の出願公告時の発明（以下「本件補正前発明」という。）と，

特開昭６０－１９７６０９号公報（乙１。以下「乙１公報」といい，乙１

公報記載の発明を「乙１発明」という。）とを比較し，乙１公報のうち，

本件補正前発明に対応する部分を示すと，別紙対比表のとおりである。以

下，本件補正前発明と乙１発明とを対比する（本件補正前発明の構成要件

は，別紙比較表のとおり分説した。）。

まず，本件補正前発明の構成要件ａには，成分（ａ）として，酸基を含

む重合可能な不飽和モノマー，オリゴマー，プレポリマーが記載されてい

るのに対して，乙１公報には，このうち酸基を含む重合可能な不飽和（ビ

ニル基）モノマーが示されており，乙１公報には本件補正前発明の構成要

件ａが開示されている。

次に，本件補正前発明の構成要件ｂには，成分（ｂ）として，微粉状の

金属化合物，ガラス，セラミック，ゼオライト又はこれらの充填剤が示さ

れているのに対して，乙１公報には各種の充填剤が加えられていてもよい

旨が示されていて，充填剤の具体例として，粉末状のアルミナ（金属化合
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物）や各種ガラスやセラミックス類や合成ゼオライト等が示されており，

乙１公報に本件補正前発明の構成要件ｂが開示されていることも明らかで

ある。

次に，本件補正前発明の構成要件ｃでは，成分（ｃ）として，硬化剤が

記載されており，この硬化剤には，出願公告時の従属項３０により，光反

応性重合触媒が含まれ，乙１公報の「光重合しうる開始剤」がこれに該当

する。

さらに，本件補正前発明の構成要件ｄには成分（ａ），成分（ｂ）及び

成分（ｃ）を含有する旨が記載されているのに対して，乙１公報にも成分

（ａ）ないし（ｃ）を含有させることが示されている。

以上より，乙１公報には，本件補正前発明のすべての構成要件が示され

ており，本件補正前発明が新規性を有していないことは明白である。

（原告）

本件発明は，「発明の名称」が「重合可能なセメント混合物」であり，ま

た，本件明細書の発明の詳細な説明の冒頭に記載されているように，「歯科

治療と医療に用いるための重合可能なセメント混合物」に関する発明である。

本件明細書の従来技術及び問題点解決手段についての説明においても，様々

な従来技術の歯科用セメント混合物とその難点が指摘され，その難点を，

「セメント」としての特徴と「複合材料」（すなわち「コンポジット」）と

しての特徴とを兼ね備えることによって克服し得る「歯科用セメント混合

物」を提供することが本件発明の目的である旨が詳述されている。

このように，そもそも本件発明は，歯科治療のための使用の際に，セメン

ト状に硬化する状態となることが当然に予定されている｢セメント混合物｣に

関する発明なのであるから，その混合物が「セメント反応」，すなわち「水

の存在下においてセメント状に硬化する反応」として一般に理解されている
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反応を行うべきものであることを特許請求の範囲に記載するのは，極めて自

然なことである。「歯科用セメント混合物」として当然に予定されている反

応を特許請求の範囲に記載することが特許請求の範囲を「変更」するもので

あるなどという被告の主張は，当業者の技術常識からかけ離れた，理解し難

い主張であるといわざるを得ない。

また，本件発明の歯科用セメント混合物における（ａ）成分と（ｂ）成分

が，相互のイオン反応を介してセメント状に硬化する作用を行うことが予定

されているものであることは，本件当初明細書中の記載によっても明らかで

あるから，（ａ）成分と（ｂ）成分が，「イオン的に反応し，セメント反応

を受けうるように選ばれる」べきことも当然のことである。

このように，本件補正によって特許請求の範囲に付加して記載された構成

要件Ｅの記載事項は，本件発明に係る「セメント混合物」の本来的な性状や

本件当初明細書の記載からして，当然の事理に基づく事項であり，このよう

な事項の付加によって，発明の実体が何ら変更されるものではないから，本

件補正が，「実質上特許請求の範囲を変更するもの」に該当しないことは，

明らかである。

なお，被告は，構成要件Ｅ中の（ａ）成分は重合前の（ａ）成分と解すべ

きところ，本件当初明細書には，重合前の（ａ）成分が（ｂ）成分とイオン

的に反応してセメント反応を受け得るように選ばれるべきことは記載されて

いないなどと主張しているが，全く理由がない。（ａ）成分が「酸基及び／

またはその反応性酸誘導体基を含む，重合可能な不飽和モノマー及び／また

はオリゴマー及び／またはプレポリマー」であること（本件当初明細書の７

欄４１ないし４３行），このような「重合可能な樹脂混合物と，通常セメン

ト中に凝固に重要な成分として含まれるような反応性充填剤との組合せによ
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って，硬化可能な混合物が得られ，この混合物はラジカル反応によってもイ

オン反応によっても硬化しうること」（本件当初明細書の８欄６ないし１０

行）は本件当初明細書に明記されており，混合物の硬化のために上記(ａ)成

分中から特にモノマーのみを選択すべきであるなどとは，明細書のどこにも

記載されていない。被告の上記主張は，全く不可解な独断に基づくものであ

る。

（３） 争点（３）（不当利得の額）について

（原告）

被告による被告製品の平成４年ころから現在までの間の売上げは，約２２

０億円であり，本件特許権の実施料率は６パーセントを下回ることはないの

で，被告は，原告の許諾を得ずに本件発明を実施することにより，少なくと

も，１３億円を利益を得て，それにより，原告は同額の損失を被った。

原告は，上記不当利得金のうち，平成８年５月１５日から平成１２年５月

１４日までの間の実施についての不当利得金２億２２００万円の支払を求め

る。

（被告）

争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点（１）ア（被告製品の液成分には，酸基を含む重合可能なプレポリマー

が存在するか－構成要件Ａ，Ｄの充足性）について

（１）甲２４実験の内容

ア 証拠（甲２４）及び弁論の全趣旨によれば，甲２４実験の内容について，

以下の各事実が認められる。

（ア）甲２４実験の流れ

甲２４実験においては，まず，被告製品の液成分全体について，分析
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的ＧＰＣ（第１回分析的ＧＰＣ）を行い，次に，被告製品の液成分から

ポリマー成分を分取するための分取的ＧＰＣを行い，さらに，これを二

分し，その一方の上記分取的ＧＰＣで分離されたポリマー成分について，

分析的ＧＰＣ（第２回分析的ＧＰＣ）を行い，また，他方の上記分取的

ＧＰＣで分離されたポリマー成分について，ＮＭＲスペクトルの観測を

行った。

（イ）第１回分析的ＧＰＣの内容及びその結果

ａ ＧＰＣ装置には，①３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×５０ｍｍのガードカ

ラム，②３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×３００ｍｍのカラム，③１０００

Å，ＩＤ８．０ｍｍ×３００ｍｍのカラムを組み合わせて使用した。

溶離液には，０．１モルの硝酸ナトリウム水溶液を使用し，被告の

販売している「ＦｕｊｉⅡＬＣリキッド」（以下「本件サンプル」と

いう。）６０ｍｇを１０ｍｌに希釈し，この溶液の２０μｌを上記Ｇ

ＰＣ装置に注入し，ＵＶ検出器（波長２６５ｎｍ）及びＲＩ検出器に

よって，ＵＶ曲線及びＲＩ曲線を記録した。

ｂ 第１回分析的ＧＰＣのクロマトグラムは，別紙図１（本件図１）の

とおりである（青色がＵＶ曲線，赤色がＲＩ曲線）。

（ウ）分取的ＧＰＣの内容及びその結果

ａ ＧＰＣ装置には，３０Å，ＩＤ２０．０ｍｍ×３００ｍｍのカラム

を使用した。

溶離液には，０．１モルの硝酸ナトリウム水溶液を使用し，本件サ

ンプル１ｇを１０ｍｌに希釈し，この溶液１００μｌを上記ＧＰＣ装

置に注入し，ＵＶ検出器（波長２６５ｎｍ）によって，ＵＶ曲線を記

録した。

ｂ 分取的ＧＰＣのクロマトグラムは，別紙図２（本件図２）のとおり

である。
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ｃ 前記ａのＧＰＣから，５．５分から６分までの溶離時間で溶出した

成分を採取し，これをロータリ式エバポレーター（１０ｍｂａｒ，５

０℃）を用いて液量を減少させて，限外濾過膜（直径：７６ｍｍ，Ｎ

ＭＷＬ（公称分画分子量）：５０００）を用いてポリマー成分を濾過

し，さらに，真空キャビネット乾燥機（１０ｍｂａｒ，５０℃）によ

って乾燥させた。

（エ）第２回分析的ＧＰＣの内容及びその結果

ａ ＧＰＣ装置には，①３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×５０ｍｍのガードカ

ラム，②３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×３００ｍｍのカラム，③１０００

Å，ＩＤ８．０ｍｍ×３００ｍｍのカラムを組み合わせて使用した。

前記(ウ)で分取し，濃縮，加熱等の処理をした成分を，０．１モル

の硝酸ナトリウム水溶液の溶離液で希釈し（ポリマー濃度は約１ｇ／

ｌであった。），この溶液の２０μｌを上記ＧＰＣ装置に注入し，Ｕ

Ｖ検出器（波長２６５ｎｍ）及びＲＩ検出器によって，ＵＶ曲線及び

ＲＩ曲線を記録した。

ｂ 第２回分析的ＧＰＣのクロマトグラムは，別紙図４（本件図４）の

とおりである。

（オ） Ｈ－ＮＭＲスペクトル及び Ｃ－ＮＭＲスペクトルの測定１ １３

前記（ウ）で分取し，液量の減少，濾過，乾燥させた成分について，

Ｈ－ＮＭＲスペクトル及び Ｃ－ＮＭＲスペクトルの測定を行った。１ １３

上記の Ｈ－ＮＭＲスペクトルは別紙図５（本件図５）のとおりであ１

り， Ｃ－ＮＭＲスペクトルは別紙図６（本件図６）のとおりである。１３

イ 前記アの認定に対して，原告は，分取的ＧＰＣによって分離したポリマ

ー成分を二分した一方については，前記ア（ウ）ｃの濃縮，濾過，乾燥を

して，これをＮＭＲ測定したが，他方については，濃縮，濾過等をせず，

そのまま第２回分析的ＧＰＣにかけた旨主張し，甲２９報告書，甲３０説
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明書には，同主張に沿う記載がある。

そこで，この点について，以下検討する。

（ア）甲２４意見書の記載からの検討

ａ Ｐ博士の作成した甲２４報告書には，第２回分析的ＧＰＣの手順に

関する記載として，以下のとおりの記載がある（甲２４）。

（ａ）「２．分取的ＧＰＣによる「ＦｕｊｉⅡＬＣ」ポリマー成分の

分離

分析的ＧＰＣの試験結果に基づき，分取的ＧＰＣの適切なカラム

材料を選択しました。大型カラムおよび高濃度サンプルを用いた分

取的ＧＰＣの実施目的は，ＮＭＲ試験用に十分な量のポリマー成分

を分離して採取することです。次に，有効なＮＭＲスペクトルが記

録できるように，ポリマー溶液を濾過して溶離液（ＮａＮＯ ）の３

塩分を除去しました。」

（ｂ）「２．１ ＧＰＣシステム，サンプル調製および手順（ＧＰＣ

分取）

成分の分離は，ＴＰＳ ＧＰＣ装置においてＰＳＳ Ｓｕｐｒｅ

ｍａカラム，１０μｍ，３０Å，ＩＤ２０．０ｍｍ×３００ｍｍを

用いて実施しました。

「ＦｕｊｉⅡＬＣリキッド」サンプルをバイアル（暗色フード及

びアルミ被覆したバイアルにより遮光）から取り出し，ＧＰＣ用バ

イアルへ移しました。再び０．１モルの硝酸ナトリウム水溶液を移

動相として使用しました。サンプル１ｇを移動相１０ｍｌで希釈し

ました。この溶液１００μｌをＧＰＣ装置に注入しました。カラム

からの成分の溶離が，ＵＶ検出器（ＴＰＳ ＵＶ３０００ＵＶ，波

長２６５ｎｍ）により検出されました。

５．５－６分の溶離時間で溶出したポリマー成分を採取し，かか
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る溶液をロータリ式エバポレーター（１０ｍｂａｒ，５０℃）を用

いて液量を減少させました。さらに，限外濾過膜（Ｍｉｌｌｉｐｏ

ｒｅ，材料：ポリエーテルスルホン，直径：７６ｍｍ，ＮＭＷＬ

（公称分画分子量）：５０００）を用いて，ポリマー成分を濾過し

ました。濾過後に，ポリマー溶液を真空キャビネット乾燥機（１０

ｍｂａｒ，５０℃）において乾燥させました。」

（ｃ）「２．２ 結果および判定

分取的ＧＰＣおよびＵＶ検出の結果を，下図２のクロマトグラム

に示します。

青色のＵＶ曲線は，ポリマー成分が溶離時間５．５～７．５分で

カラムから溶出したことを示しています。また，クロマトグラムは，

ポリマー成分の後にカラムから低分子量成分が溶出したことも示し

ています。これらの低分子量成分の一つ（溶離時間９分）は，最大

量の紫外線吸収を示しています。図１のＧＰＣクロマトグラム（分

析的カラム）と対比すると，ポリマーのピークが異なるように見え

ますが，分取的ＧＰＣは，ポリマー成分中でも，高分子量のものと

低分子量のものを分離するからであると説明できます。ポリマー成

分全体から，溶離時間５．５分～６分で溶出したものを採取しまし

た。」

（ｄ）「３．「ＦｕｊｉⅡＬＣ」の分離されたポリマー成分の較正曲

線および分析的ＧＰＣ

「ＦｕｊｉⅡＬＣ」ポリマー成分の分子量を算定するために，較

正曲線を記録し，分離されたポリマー成分について２回目の分析的

ＧＰＣを実施しました。この２回目の分析的ＧＰＣによって，分取

的ＧＰＣによるポリマー成分の分離が成功したことが確認できまし

た。」
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（ｅ）「３．１ 較正，サンプル調製および手順（２回目のＧＰＣ分

析）

分析的ＧＰＣ装置をＰＳＳ Ｐｏｌｙ５標準品（ポリアクリル酸

ナトリウム標準品，１，２５０－１．１ｍｉｏ．ｇ／ｍｏｌ）で較

正しました。その成分については，ＴＳＰ ＧＰＣ装置を用いて，

以下のカラム組合せで試験を行いました。ＰＳＳ Ｓｕｐｒｅｍａ，

１０μｍ３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×５０ｍｍ（ガードカラム）；Ｐ

ＳＳ Ｓｕｐｒｅｍａ，１０μｍ３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×３００

ｍｍ；ＰＳＳ Ｓｕｐｒｅｍａ，１０μｍ１０００Å，ＩＤ８．０

ｍｍ×３００ｍｍ。０．１モルの硝酸ナトリウム水溶液を溶離液と

して用いました。ポリマー濃度はおよそ１ｇ／ｌでした。この溶液

の２０μｌをＧＰＣ装置に注入しました。サンプルを遮光するため

に，バイアルはすべて褐色ガラス製あるいはアルミ箔で被覆したも

のを使用しました。一連のカラムからの成分の溶離が，ＵＶ検出器

（ＴＰＳ ＵＶ３０００，波長２６５ｎｍ）およびＲＩ検出器（Ｓ

ｈｏｄｅｘ ＲＩ７１）により検出されました。」

（ｆ）「３．２ 結果および判定

下図３は，「ＦｕｊｉⅡＬＣ」ポリマーの分子量算定に用いた較

正曲線を示しています。

「ＦｕｊｉⅡＬＣ」の分離されたポリマー成分の分析的ＧＰＣ結

果を，図４のクロマトグラムに示します。

赤色のＲＩ曲線（図４）によれば，ポリマーは１３．２－１９ｍ

ｌの溶離体積でカラムから溶出しています。同様に，図４の青色の

ＵＶ曲線は，１３．２－１９ｍｌの溶離体積において１つのピーク

を示しています。かかるＲＩ曲線およびＵＶ曲線並びに当該ピーク

から，「ＦｕｊｉⅡＬＣ」の分離されたポリマー成分が高いＵＶ活
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性を有することが証明されたと言えます。何よりも，両曲線にはそ

の他のピークがありません。したがって，図４のクロマトグラムに

より，当該ポリマー成分には不純物が含まれないことが証明されま

した。すなわち，分取的ＧＰＣによるポリマー成分の分離は成功し

ました。

図３の較正曲線に基づき，クロマトグラフィー・ソフトウェア

（ＰＳＳ－ＷｉｎＧＰＣ Ｕｎｉｔｙ バージョン７．２）により，

「ＦｕｊｉⅡＬＣ」の分離されたポリマー成分の分子量を自動的に

算出しました。その結果，ポリマー成分の平均分子量は，数平均分

子量（Ｍｎ）＝１４，６００ｇ／ｍｏｌ，重量平均分子量（Ｍｗ）

＝１９，５００ｇ／ｍｏｌでした。」

（ｇ）「４．「ＦｕｊｉⅡＬＣ」の分離ポリマーの Ｈ－ＮＭＲおよ１

び

Ｃ－ＮＭＲスペクトル１３

かかるポリマーが重合可能な二重結合と酸基を含むことを証明す

るために，分離および濾過した「ＦｕｊｉⅡＬＣ」のポリマー成分

（２．１節参照）の Ｈ－ＮＭＲおよび Ｃ－ＮＭＲスペクトルを１ １３

記録しました。」

ｂ 以上を前提に検討する。

原告が主張するように，分取的ＧＰＣによって分離したポリマー成

分を，わざわざ二分し，その一方についてのみ，濃縮，濾過，乾燥を

させた上でＮＭＲ測定をし，他方については，加熱，濃縮等をせずに，

そのまま分析的ＧＰＣにかけたというのであれば，その旨，甲２４意

見書に記載されているのが自然であるところ，甲２４意見書には，そ

のような記載は一切なく，また，そのことを窺わせる記載もない（甲

２４）。
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また，前記ａのとおり，甲２４意見書には，第２回分析的ＧＰＣの

対象となったポリマー成分の濃度は約１ｇ／ｌであるとの記載がある

ところ，分取的ＧＰＣによって分取されたポリマー成分を，濃縮，乾

燥させずに，そのまま，第２回分析的ＧＰＣにかけたのであれば，ど

のようにして，上記の濃度を測定したのか不明であり，上記の記載の

根拠を説明できない。しかも，前記ａのとおり，上記記載がある項目

の表題は，「較正，サンプル調製および手順（２回目のＧＰＣ分

析）」となっており，第２回分析的ＧＰＣの対象となったサンプルは，

濃度の調整がなされたことが窺える。

したがって，甲２４意見書の記載からは，甲２４実験においては，

分取的ＧＰＣによって分取された成分は，エバポレーターによる液量

減少，乾燥機による乾燥等の処理を経た上で，第２回分析的ＧＰＣに

かけられたものと考えるのが合理的である。

（イ）甲３４報告書の記載からの検討

ａ Ｐ博士の作成した甲３４報告書には，以下のとおりの記載がある

（甲３４）。

（ａ）緒言

ⅰ 「当該追加試験実施の目的は，私の２００８年８月２６日付け

の報告書記載の実験条件の下で，ポリアクリル酸を分取しても，

重合可能な二重結合を有するポリマーが組成されるような化学反

応は生じないということを確認することです。この目的のため，

我々は，市販されているポリアクリル酸（Ａｃｒｏｓ社，Ｌｏｔ

Ａ０２６３４２９）とＨＥＭＡ（Ａｃｒｏｓ社，ＬｏｔＡ０２５

９０８８）を混合し，かかる混合物を私の２００８年８月２６日

付けの報告書に記載された分取手続にかけました。」

ⅱ 「実施した実験の概要は下記の通りです。
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１．ＨＥＭＡとポリアクリル酸の混合。

２．当該混合物からポリアクリル酸成分を分取するため，分取

的ＧＰＣの実施

３．較正曲線の記録と，それに続く，分取されたポリアクリル

酸成分のうちの一部に対する分析的ＧＰＣの実施

４．溶離液（ＮａＮＯ ）の塩分を除去するため，分取された３

ポリアクリル酸成分のうちの残部の濾過

５．分取されて濾過されたポリアクリル酸成分の Ｈ－ＮＭＲ１

スペクトルの計測」

ⅲ 「（３）第３に，分取されたポリアクリル酸成分のうちの一部

に対して分析的ＧＰＣを実施した。このＧＰＣは，分取的ＧＰＣ

による，ポリアクリル酸・ＨＥＭＡ混合物からのポリアクリル酸

成分の分取が成功したことを確認するためのものである。ＧＰＣ

装置が適切なものであることを確保するため，実験の実施前に装

置を較正した。」

ⅳ 「（４）第４に，ＮＭＲ試験を適正に行うため，溶離液（Ｎａ

ＮＯ ）の塩分を除去すべく，分取されたポリアクリル酸成分の３

うちの残部の濾過を行った。」

（ｂ）分析試験

ⅰ 「３．分取されたポリアクリル酸に対する分析的ＧＰＣ

分取的ＧＰＣによる分取が成功したことを確認するため，分取

されたポリアクリル酸成分について２回目の分析的ＧＰＣを実施

した。」

ⅱ 「３．１ 較正，サンプル調製および手順（分析的ＧＰＣ）

分析的ＧＰＣが適正であることを確保するため，ＰＳＳ Ｐｏ

ｌｙ５標準品（ポリアクリル酸ナトリウム標準品，１，２５０－
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１．１ｍｉｏ．ｇ／ｍｏｌ）で較正した。

分取したポリアクリル酸成分について，私の２００８年８月２

６日付け報告書記載の条件の下で分析的ＧＰＣを実施した。すな

わち，ＴＳＰ ＧＰＣ装置（ＴＳＰ Ｐ １０００ ＨＰＬＣ

Ｐｕｍｐ，ＴＳＰ ＡＳ ３０００ Ａｕｔｏｓａｍｐｌｅｒ）

を用いて，以下のカラム組合せで試験を行った。ＰＳＳ Ｓｕｐ

ｒｅｍａ，１０μｍ３０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×５０ｍｍ（ガード

カラム）；ＰＳＳ Ｓｕｐｒｅｍａ，１０μｍ３０Å，ＩＤ８．

０ｍｍ×３００ｍｍ；ＰＳＳ Ｓｕｐｒｅｍａ，１０μｍ１００

０Å，ＩＤ８．０ｍｍ×３００ｍｍ。０．１モルの硝酸ナトリウ

ム水溶液を溶離液として用いた。流速は１ｍｌ／ｍｉｎであった。

分取されたポリマー成分のうち１０ｍｌを，続いて真空キャビネ

ット乾燥機（１０ｍｂａｒ，５０℃）において乾燥させた。

ポリマー濃度はおよそ１ｇ／ｌであった。この溶液の２０μｌ

をＧＰＣ装置に注入した。サンプルを遮光するために，バイアル

はすべて褐色ガラス製のもの，あるいはアルミ箔で被覆したもの

を使用した。一連のカラムからの成分の溶離が，ＵＶ検出器（Ａ

ｇｉｌｅｎｔ １１００，波長 ２６５ｎｍ）およびＲＩ検出器

（Ａｇｉｌｅｎｔ ＲＩ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｒｅｆｒａ

ｋｔｏｍｅｔｅｒ）により検出された。」

ⅲ「４．濾過

ＮＭＲスペクトルを計測するため，分取されたポリマー成分を

濾過して溶離液（ＮａＮＯ ）の塩分を除去した。念のため，濾３

過も私の２００８年８月２６日付け報告書記載の条件の下で実施

されている。すなわち，かかる濾過は，限外濾過膜（Ｍｉｌｌｉ

ｐｏｒｅ，材料：ポリエーテルスルホン，直径：７６ｍｍ，ＮＭ
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ＷＬ（公称分画分子量）：５０００）を用いて行った。濾過後に，

減量のため，ポリマー溶液を真空キャビネット乾燥機（１０ｍｂ

ａｒ，５０℃）において乾燥させた。」

ｂ 前記ａで認定した甲３４報告書の記載を前提に，以下検討する。

まず，前記ａ（ａ）ⅰで認定した甲３４報告書の記載から，甲３４

実験は，Ｐ博士の行った２００８年８月２６日付けの実験と同じ実験

方法により実験を行ったことが認められるところ，Ｐ博士の行った２

００８年８月２６日付けの実験とは，甲２４実験を意味するから，甲

３４実験は，甲２４実験と同じ方法により行われたことが認められる。

次に，甲３４報告書の緒言においては，甲３４実験の方法について，

前記ａ（ａ）のとおり，分取的ＧＰＣによって分取されたポリアクリ

ル酸成分のうち，一部はそのまま分析的ＧＰＣにかけ，残部は濾過し

た上で Ｈ－ＮＭＲスペクトルの計測がされたと理解できる記載があ１

る。しかしながら，甲３４報告書には，一方で，前記ａ（ｂ）ⅱのと

おり，分取的ＧＰＣによって分取されたポリアクリル酸成分を真空キ

ャビネット乾燥機によって乾燥したと明記されており，同記載部分か

らは，上記の処理をした後の成分を第２回分析的ＧＰＣにかけたもの

としか解することができないから，甲３４実験においては，第２回分

析的ＧＰＣのサンプルは，分取的ＧＰＣによって分取されたポリアク

リル酸成分を真空キャビネット乾燥機によって乾燥させたものである

ことが認められる。

したがって，甲２４実験においても，第２回分析的ＧＰＣのサンプ

ルは，分取的ＧＰＣによって分取したポリマー成分を，少なくとも，

真空キャビネット乾燥機によって乾燥させたものであると推測される。

（ウ）甲３０説明書について

ａ 甲３０説明書には，以下のとおりの記載がある（甲３０）。
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（ａ）「本書は，私の２００８年８月２６日付け特許侵害訴訟に関す

る第五意見書に対応するものです。同意見書においては，私の見解

を詳細に説明することに注力したため，「フジⅡＬＣ」のポリマー

成分を分取して分析するために行った実験の手順については，明記

はしておりませんでした。私は，実験は以下の手順で行われたもの

であることを証明致します。」

（ｂ）「分取されたポリマー成分を二部に分けた。」

（ｃ）「ポリマー成分の第一部

第一部については，溶離液（ＮａＮＯ ）の塩分をポリマー溶液３

から除去すべく，濾過を実施した。続いて，分取し，かつ濾過した

ポリマー成分第一部について， Ｈ－ＮＭＲと Ｃ－ＮＭＲスペク１ １３

トルを記録した。」

（ｄ）「ポリマー成分の第二部

ポリマー成分第一部をＮＭＲ実施のために濾過する一方で，ポリ

マー成分第二部については，第二回分析的ＧＰＣを実施した。」

（ｅ）「なお，第二回分析的ＧＰＣの実施に先立ち，ポリマーの分子

量を測定するために，較正曲線を記録した。」

（ｆ）「ポリマー成分の第一部と第二部について実施された上記の実

験は，並行して実施された物であって，一方を先に実施したという

訳ではない。すなわち，ポリマー成分第二部は，第二回分析的ＧＰ

Ｃの実施前に濾過されたということはない。」

ｂ 前記ａで認定した甲３０説明書の記載を前提に，以下検討する。

（ａ）甲３０説明書は，本件訴訟の弁論準備手続期日において，第２

回分析的ＧＰＣでは，溶出容積１９ｍｌ以降も計測を続けたのかの

点，分取的ＧＰＣによって分取されたポリマー成分に濃縮，濾過等

の処理をした後に第２回分析的ＧＰＣを実施したのかの点など，甲



 39 

２４実験の方法について疑義が生じたことから，甲２４実験の責任

者であるＰ博士が，上記疑問に答えるべく作成したものである（甲

２９，３０，弁論の全趣旨）。

そして，甲３０説明書には，前記ａのとおり，甲２４実験におい

ては，分取的ＧＰＣによって分取したポリマー成分を二分し，その

一方については，濾過をした後にＮＭＲを実施し，これと並行して，

他方について，第２回分析的ＧＰＣを実施したが，その実施前に，

対象となるサンプルを濾過したことはない旨記載されている。

（ｂ）ところで，前記（ア）ａのとおり，甲２４意見書には，分取的

ＧＰＣによって分取したポリマー成分を，限外濾過のほか，エバポ

レーターによる液量の減少及び真空キャビネット乾燥機による乾燥

をさせた旨の記載があり，本件訴訟の弁論準備手続期日においても，

エバポレーターや乾燥機による濃縮の際の加熱の処理が第２回分析

的ＧＰＣの前に行われたか否かが問題となったところ，上記のとお

り，この問題点を説明すべく作成された甲３０説明書には，前記ａ

のとおり，第２回分析的ＧＰＣのサンプルとした成分について，濾

過をしなかった旨の記載はあるが，濃縮しなかった旨の記載はない。

甲３０説明書作成の上記経緯からすれば，甲２４実験において，第

２回分析的ＧＰＣの実施前に，サンプルに濃縮，加熱の処理を施し

ていないのであれば，甲３０説明書に，その旨を記載するのが通常

のことと解され，この点の記載がないということは，単に記載する

のを失念したからではなく，甲２４実験においては，第２回分析的

ＧＰＣの実施前に，サンプルに濃縮，加熱の処理を施したからであ

ると推測することも可能である。

また，甲３０説明書には，前記ａのとおり，分取的ＧＰＣによっ

て分取したポリマー成分のうち，ＮＭＲスペクトルの測定をする部
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分（第１部）については，濾過を実施した旨の記載があるが，エバ

ポレーターや乾燥機による濃縮をした旨の記載がないところ，甲３

０説明書の作成者であるＰ博士が，甲２４実験と同じ実験方法で行

った甲３４実験について説明した甲３４報告書においては，前記

(イ)ａ（ｂ）ⅲのとおり，甲３４実験において，ＮＭＲスペクトル

の計測前に，サンプルを濾過し，真空キャビネット乾燥機によって

乾燥した旨明記していることからすると，甲３０説明書において，

第１部について濃縮をしたことの記載がないことは不自然というほ

かない。

（ｃ）なお，甲３０説明書には，上記のとおり，分取的ＧＰＣによっ

て分取した成分を第２回分析的ＧＰＣにかける前に，濃縮，加熱を

したのか否かの点については明確に記載されておらず，また，同説

明書には，上記のとおり不自然な点が認められ，これらについて，

被告からも指摘されているのであるから，原告としても，Ｐ博士の

証人尋問を申請するなどして，上記の点を明らかにする立証活動を

行うことも考えられるところ，原告は，このような立証活動を行っ

ていない。

（ｄ）これらの諸事情を総合考慮すると，甲３０説明書の記載に基づ

いて，直ちに，第２回分析的ＧＰＣのサンプルについて，濃縮，加

熱の前処理を施さなかったものと認めることはできないというべき

である。

（エ）甲２９報告書について

甲２９報告書には，「第２回分析的ＧＰＣを行った時点は，分取的Ｇ

ＰＣ実施直後であり，その時点では，濃縮・濾過等の後処理は行われて

おりません。すなわち，分取的ＧＰＣ実施によって得られた成分のうち，

一部はそのまま第２回分析的ＧＰＣにかけられ，残部はＮＭＲ計測のた
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めに濃縮・濾過等の後処理をされています。言い換えれば，第２回分析

的ＧＰＣの実施と，ＮＭＲ計測のための濃縮・濾過等の後処理とは，同

時並行でおこなわれています。」との記載がある（甲２９）。

しかしながら，甲２９報告書は，甲２４実験の責任者であるＰ博士が

作成したものではなく，原告の分析部長であるＳ博士が原告代理人に報

告した内容を，原告代理人が記載したものである（甲２９）。そして，

甲２４意見書には，甲２４実験に関与した者として，数名の者の名前が

挙がっているが，その中にＳ博士の名前はなく（甲２４），また，甲２

９報告書にも，Ｓ博士が甲２４実験に立ち会った旨の記載はない（甲２

９）ことから，Ｓ博士は，甲２４実験には立ち会っていないものと認め

られる。したがって，Ｓ博士は，甲２４実験の内容の詳細は，甲２４実

験の責任者であるＰ博士からの報告によって把握したものと推測される

から，甲２９報告書も，このようにしてＳ博士が把握した甲２４実験の

内容を原告代理人に報告し，この情報に基づいて原告代理人が作成した

ものであり，そこに記載された内容は，Ｐ博士の報告に由来するという

ことになる。したがって，甲２９報告書は，甲３０説明書の作成者であ

るＰ博士の報告に基づくものであるから，客観的な立場から甲３０説明

書の証明力を補強する証拠ということはできない。しかも，甲２９報告

書は，上記のとおり，Ｐ博士からＳ博士，同博士から原告代理人という

二重の伝聞過程を経て作成されたものであり，上記各伝聞の過程におい

て，Ｓ博士や原告代理人の誤解や推測が介入するおそれがあり，その結

果，その内容がＰ博士がＳ博士に対して報告したものとは異なっている

可能性も否定できず，この点からも，甲２９報告書の証拠価値には疑問

がある。

また，前記(ウ)で判示したとおり，甲３０説明書において，第２回分

析的ＧＰＣのサンプルを，その実施前に濾過しなかった旨の記載はある
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が，濃縮しなかった旨の記載はなく，これは，Ｐ博士が，単に記載を失

念したからではなく，第２回分析的ＧＰＣのサンプルを実際は濃縮して

いたからであると解することも可能である。

したがって，甲２９報告書に，上記のとおり，第２回分析的ＧＰＣの

サンプルをその実施前に濃縮しなかった旨の記載があるからといって，

同記載のとおりの事実を認めることはできないというべきである。

（オ）小括

以上のとおり，甲２４実験においては，上記ア認定のとおり，分取的

ＧＰＣにより分取された成分について，いったん濃縮処理をした後に，

第２回分析的ＧＰＣを実施したものと認められる。

ウ 甲２４実験の第２回分析的ＧＰＣにおける溶出容積１９ｍｌ以降の計測

について

（ア）別紙図４のとおり，本件図４においては，ＵＶ曲線及びＲＩ曲線は，

溶出容積１３．２ｍｌ付近から開始し，１９ｍｌ付近で終了し，１９ｍ

ｌ付近以降，ＵＶ曲線及びＲＩ曲線は記録されていない。また，本件図

４の１３．２ｍｌ付近及び１９ｍｌ付近には縦線が描かれている。

本件図４について，原告は，第２回分析的ＧＰＣでは，溶出容積１９

ｍｌ以降も観測したが，ＵＶ及びＲＩは一切検出されなかった旨主張し，

甲２９報告書には，同主張に沿う記載があるが，以下の点を考慮すると，

原告の上記主張は，直ちに信用することはできないというべきである。

すなわち，前記アで判示したとおり，第２回分析的ＧＰＣのサンプル

は，分取的ＧＰＣによって分取された成分と分取的ＧＰＣにおいて使用

された溶離液（硝酸ナトリウム水溶液）であるが，仮に，原告の主張す

るように，上記のサンプルを濃縮，濾過せずに，そのまま第２回分析的

ＧＰＣにかけたのであれば，当該サンプル中の溶離液である硝酸ナトリ

ウム水溶液の濃度が，何らの調整もせずに，第２回分析的ＧＰＣにおい
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て溶離液として使用される硝酸ナトリウム水溶液の濃度と同じになると

は，通常考えられない。そして，甲２４意見書中には，濃縮処理のほか

に，分取的ＧＰＣによって分取した上記サンプルのうちの溶離液の濃度

を調整したことを窺わせる記載はない。したがって，原告の上記主張

（第２回分析的ＧＰＣのサンプルについて濃縮処理をしていないこと）

を前提とすると，通常であれば，硝酸ナトリウム水溶液の濃度が異なる

のであるから，第２回分析的ＧＰＣにおいては，上記サンプル中の溶離

液の硝酸ナトリウムについてのＵＶ及びＲＩ曲線が記録されるはずであ

る（なお，甲第２９号証及び第３９号証によれば，原告の分析部長であ

るＳ博士は，硝酸ナトリウムのＵＶ曲線のピークは，ポリマー成分のＵ

Ｖ曲線の後に記録されるとの認識を有していることが認められる。）が，

本件図４では，硝酸ナトリウムのＵＶ及びＲＩ曲線が記録されるものと

推測される溶出容積１９ｍｌ以降において，上記各曲線が全く記録され

ておらず，不自然というほかない。

また，第２回分析的ＧＰＣにおいては，そのサンプルを事前に濃縮し

なかったということを前提とすれば，甲２４実験を行ったＰ博士として

も，溶出容積１９ｍｌ以降も測定をしたにもかかわらず，それ以降ＵＶ

曲線及びＲＩ曲線のいずれも全く記録されなかったことについて，何ら

かの疑問を抱くのではないかと推測されるところ，Ｐ博士作成の甲２４

意見書には，この点について触れるところがない。

以上の諸点を総合考慮すると，原告の主張する，第２回分析的ＧＰＣ

のサンプルについて濃縮処理をしていないとの前提が誤りであるといわ

ざるを得ない。

（イ）なお，甲２９報告書には，第２回分析的ＧＰＣにおいて，溶出容積

１９ｍｌ以降も計測を続けた旨記載されているが，前記イ(エ)で判示し

たとおり，甲２９報告書は，Ｓ博士が，甲２４実験の内容について，Ｐ
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博士から報告を受け，その内容を原告代理人に説明し，原告代理人が，

その説明を基に作成したものにすぎない。しかも，Ｐ博士が甲２４実験

の内容の説明ために作成した甲３０説明書には，第２回分析的ＧＰＣに

おいて，溶出容積１９ｍｌ以降も計測を続けた旨の記載は一切ないとこ

ろ，甲３０説明書は，前記イ（ウ）で判示したとおり，本件訴訟の弁論

準備手続において，甲２４実験の第２回分析的ＧＰＣでは溶出容積１９

ｍｌ以降も計測をしていたかの点等が問題となり，これらに答えるため

に作成されたものである。それにもかかわらず，甲３０説明書には，溶

出容積１９ｍｌ以降も計測を続けた旨の記載がなく，Ｐ博士が単に記載

し忘れたとは考え難いところである。

そうすると，甲２９報告書の上記記載から，直ちに，第２回分析的Ｇ

ＰＣにおいて，溶出容積１９ｍｌ以降も計測を続けたものと認めること

はできず，むしろ，第２回分析的ＧＰＣにおいては，溶出容積１９ｍｌ

までしか観測せず，そのために，本件図４の溶出容積１９ｍｌ付近以降

はＵＶ曲線及びＲＩ曲線が一切記録されなかった可能性も否定できない

というべきである。

（２）被告製品の液成分には，酸基を含む重合可能なプレポリマーが存在する

か。

ア 前記争いのない事実等で判示したとおり，被告製品１及び被告製品３に

は，次の成分が含まれている。なお，被告製品２については，被告から成

分の開示がされておらず，その成分は正確には判明しないが，被告は，本

件発明との対比の関係では，被告製品２の構成は被告製品１及び３の各構

成と異ならないことを認めている。

（ア）液成分には，①ポリカルボン酸，②酒石酸，③ＨＥＭＡ，④グリセリ

ンジメタクリラト，⑤ウレタンジメタクリラト，⑥ショウノウキノン，

⑦水が含まれている。このうち，ポリカルボン酸は，アクリル酸とマレ
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イン酸の共重合体で，酸基を含むポリマーであるが，重合可能ではない。

また，ＨＥＭＡ，グリセリンジメタクリラト，ウレタンジメタクリラト

は，いずれも重合可能な不飽和モノマーであるが，酸基を含まない。

（イ）粉成分には，フルオロアルミノシリケートガラス粉末が含まれてい

る。

イ 前記アの成分のうち，酸基を有する成分としては，ポリカルボン酸が存

在するが，ポリカルボン酸は前記アのとおり，二重結合を有さない。

この点，原告は，被告製品の成分中のポリカルボン酸は，被告製品の成

分中のＨＥＭＡの一部と共有結合しており，このＨＥＭＡと共有結合した

ポリカルボン酸は，重合可能な二重結合を有するから，被告製品には，酸

基を含む重合可能なプレポリマーが存在する旨主張する。

そこで，前記（１）で判示した甲２４実験の内容から，被告製品中のＨ

ＥＭＡがポリカルボン酸と共有結合をしていることが立証できたか否かを，

以下で検討する。

（ア）前記（１）アで判示したとおり，甲２４実験においては，分取的Ｇ

ＰＣによって，５．５分から６分までの溶離時間で溶出した成分を分取

し，これを濃縮処理等して，第２回分析的ＧＰＣを行い，その結果，本

件図４のとおりのクロマトグラムが得られた。そして，本件図４におい

ては，ＲＩ曲線及びＵＶ曲線とも，溶出容積１６ｍｌ付近におけるピー

クが１つ認められるだけで，その他のピークは認められない（ただし，

ＵＶ曲線では，上記曲線のポリマー側にショルダが認められる。）こと

から，被告製品の液成分からポリマー成分のみを正確に分取する分取的

ＧＰＣは成功したようにも考えられる。

しかしながら，前記（１）ア，イで判示したとおり，第２回分析的Ｇ

ＰＣを行う前に，そのサンプルについて，ロータリ式エバポレーター

（１０ｍｂａｒ，５０℃）を用いて液量を減少させ，さらに，上記成分
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を真空キャビネット乾燥機（１０ｍｂａｒ，５０℃）によって乾燥させ

るなどの処理を施したと認められ，したがって，たとえ，分取的ＧＰＣ

によって分取された成分中に，ポリカルボン酸のほかに，ポリカルボン

酸と共有結合していないＨＥＭＡが含まれていたとしても，上記の加熱

処理等により，このＨＥＭＡがポリカルボン酸と反応して共有結合をし

た可能性もあり，そのために，本件図４のように，ＲＩ曲線及びＵＶ曲

線のピークが１つしか認められなかった可能性もある。

したがって，本件図４から，甲２４実験における分取的ＧＰＣが成功

し，被告製品の液成分からポリマー成分のみが正確に分取されたと断定

することはできず，その他，これを認めるに足る証拠はない。

（イ）このように，分取的ＧＰＣによって分取した直後の成分には，ポリ

カルボン酸と共有結合していないＨＥＭＡが含まれている可能性もあり，

また，その後のＮＭＲスペクトルの測定の前に，上記の成分は加熱処理

をされ，エステル化反応が生じた可能性もあるのであるから，ＮＭＲス

ペクトルの測定の結果，重合可能な二重結合に含まれる水素原子のシグ

ナル，重合可能な二重結合の炭素原子のシグナルが観測されたとしても，

甲２４実験の分取的ＧＰＣによって分取された成分自体に，ポリカルボ

ン酸と共有結合したＨＥＭＡが含まれていることを立証できたというこ

とはできない。

（ウ）なお，仮に，甲２４実験において，分取的ＧＰＣにより分取された

成分について，濃縮や濾過等をせずに，そのまま，第２回分析的ＧＰＣ

を実施したとの前提に立ったとしても，以下のとおり，甲２４実験にお

けるＮＭＲ測定によって，甲２４実験の分取的ＧＰＣによって分取され

た成分に，ポリカルボン酸と共有結合したＨＥＭＡが含まれていること

は，必ずしも立証されているものとは認められない。

すなわち，前記（１）ウ（イ）で判示したとおり，上記の前提に立っ
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た場合であっても，第２回分析的ＧＰＣにおいては，溶出容積１９ｍｌ

付近までしか観測していない可能性も否定できないところである。そう

すると，本件図４の溶出容積１９ｍｌ付近以降にはＵＶ曲線及びＲＩ曲

線が記録されていないとしても，実際には，ポリカルボン酸と共有結合

していないＨＥＭＡが存在した可能性も認められるのであるから，この

ＨＥＭＡが，ＮＭＲスペクトルの測定前の加熱によりエステル化反応を

したことも考えられるのである。

ウ 以上のとおり，甲２４実験の結果から，被告製品中のＨＥＭＡがポリカ

ルボン酸と共有結合していることが立証できたということはできない。

そして，原告は，上記の事項を立証するために，種々の実験を行い，そ

の実験の内容及び結果を説明した書面を証拠として提出しているが（甲４，

５，１９，２０），それらの実験の実験方法に対しては被告から様々な問

題点が指摘され，また，専門委員を交えた争点整理手続において，最適な

実験方法についての協議がされ，上記の被告の指摘及び争点整理手続にお

ける協議の内容を踏まえて，原告が最終的に行った実験が甲２４実験であ

って（弁論の全趣旨），原告も，上記の事項を立証するための実験として

は，甲２４実験のみを主張する旨の陳述をしている。このような経緯から

すると，上記のとおり，甲２４実験の結果から，上記の事項を立証できた

ということができない以上，本件において，上記事項の立証はされていな

いといわざるを得ない。

また，ポリカルボン酸と，被告製品中のその他の二重結合を有する不飽

和モノマーとが結合しているという事実も立証されていない。

したがって，被告製品には，酸基を含む重合可能なプレポリマーが存在

するということはできない。

２ したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由が

ない。
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第４ 結論

以上の次第で，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主

文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第２９部

裁判長裁判官 清 水 節

裁判官 坂 本 三 郎

裁判官 佐 野 信
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物 件 目 録

１ 光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマー 「フジ ( )」II LC Improved

２ 光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマー 「フジ 」II LC EM

３ 光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマー 「フジ カプセル」II LC


